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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】
 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期

決算年月 2021年３月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月

売上高 (千円) 255,428 240,412 260,156 243,399 341,495

経常利益 (千円) 40,821 290,280 61,761 33,327 38,842

当期純利益 (千円) 42,398 291,326 54,245 31,719 34,728

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 (株)
普通株式 47,800

 

普通株式 47,800
 

普通株式 47,800
 

普通株式 47,800
 

普通株式 47,800
 

優先株式 8,064
 

優先株式 8,064
 

優先株式 8,064
 

優先株式 8,064
 

優先株式 8,064
 

純資産額 (千円) 4,172,562 4,463,888 4,518,134 4,549,853 4,584,582

総資産額 (千円) 4,300,313 4,685,067 4,702,411 4,802,631 4,877,088

１株当たり純資産額 (円) △241,813.56 △235,727.31 △234,600.89 △233,945.74 △233,227.63

１株当たり配当額
（１株当たり中間配当額）

(円)

普通株式 ―
 

普通株式 ―
 

普通株式 ―
 

普通株式 ―
 

普通株式 ―
 

優先株式 ―
 

優先株式 ―
 

優先株式 ―
 

優先株式 ―
 

優先株式 ―
 

(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益金額 (円) 878.56 6,086.26 1,126.41 655.14 718.11

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 97.0 95.3 96.1 94.7 94.0

自己資本利益率 (％) 1.0 6.7 1.2 0.7 0.8

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 42,267 100,117 96,348 31,147 50,920

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △15,187 △57,899 △166,851 △125,076 △101,470

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,622 △1,666 △5,089 44,094 74,865

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 145,634 186,185 110,593 60,758 85,073

従業員数
（ほか、平均臨時雇用者数）

(名)
1 1 1 1 1

(―) (―) (―) (―) (―)

株主総利回り (％) ― ― ― ― ―
（比較指標：―） (％) (―) (―) (―) (―) (―)

最高株価 (円) ― ― ― ― ―

最低株価 (円) ― ― ― ― ―
 

(注) １　持分法を適用した場合の投資利益については、損益等に与える影響がないため記載しておりません。
２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。
３　株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価は、当社株式が非上場であり、株価が把握で

きませんので、記載しておりません。
４　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第21期の期首から適用してお

り、第21期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま
す。
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２ 【沿革】
 

年月 概要

2001年７月
 
 

ゴルフ場事業を目的として、愛知県東加茂郡に㈱セントクリークゴルフクラブを設立。リゾートト
ラスト㈱が当社の株式を100％出資。
発行済株式数20,000株、資本金10億円とした。

2001年８月 ジャパンクラシック㈱よりセントクリークゴルフクラブの運営受託開始。

2002年３月 優先株式124億円を第三者割当とし発行した。

2002年11月 優先株式７億円を第三者割当とし発行した。

2003年10月
 

普通株式・優先株式共に１株に対し２株の割合で株式分割を行い、発行済株式数が46,752株とな
り、内普通株式が40,000株、優先株式が6,752株に増加。

2004年７月 普通株式１億円、優先株式23億円を第三者割当とし発行した。

2004年７月 親会社であったリゾートトラスト㈱が、当社株式の一部を譲渡し、その他の関係会社とした。

2004年８月 ㈱グレイスヒルズカントリー倶楽部を関連会社とした。

2005年３月 ㈱オークモントゴルフクラブを関連会社とした。

2005年９月 優先株式１億円を第三者割当とし発行した。

2005年９月
 

㈱グレイスヒルズカントリー倶楽部は、当社のその他の関係会社であるリゾートトラスト㈱への借
入金の返済により、当社の実質的な影響力がなくなり関連会社に該当しなくなった。

2006年７月 ㈱メイプルポイントゴルフクラブを関連会社とした。

2007年７月
 

関連会社であった㈱オークモントゴルフクラブの株式の一部を譲渡し、当社の関連会社でなくなっ
た。

2020年４月 リゾートトラストゴルフ事業㈱へゴルフ場の運営を委託。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、その他の関係会社（リゾートトラスト株式会社）、関連会社（株式会社メイプルポイント

ゴルフクラブ）で構成しており、当社はゴルフ場の管理を行っております。なお、その他の関係会社の子会社である

リゾートトラストゴルフ事業株式会社にゴルフ場の運営を委託しております。

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付けは、次のとおりであります。
 

 
ゴルフ場の概況は次のとおりであります。

ゴルフ場名 セントクリークゴルフクラブ

所　在　地 愛知県豊田市月原町黒木１番地１

施　　　設 コース：27ホール

 その他：クラブハウス他諸施設
 

 
４ 【関係会社の状況】

 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割(％)

関係内容
所有
割合

被所有
割合

(その他の関係会社）
リゾートトラスト㈱
(注)１、２、４

― ― ― ― ― ―

(関連会社）
㈱メイプルポイント
ゴルフクラブ
(注）１、３

山梨県
上野原市

100,000
メイプルポイントゴルフ
クラブの運営

14.2 ― 役員の兼任等…有

 

(注) １　有価証券報告書の提出会社であります。
２　持分は100分の20未満ですが、実質的な影響力を受けているためその他の関係会社としております。
３　持分は100分の20未満ですが、実質的な影響力を持っているため関連会社としております。
４　リゾートトラスト株式会社の状況については、「第５ 経理の状況　１財務諸表等　(1) 財務諸表　注記事

項　（関連当事者情報）」において記載しているため、記載を省略しております。

 
５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2025年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

１ ― ― ―
 

(注) １　従業員数は、就業人員数であります。業務を運営委託しておりますので平均年齢、平均勤続年数及び平均年
間給与は記載しておりません。

２　当社は、ゴルフ場事業の単一セグメント・単一事業部門であるため、ゴルフ場全体での従業員数を記載して
おります。

 
(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

 
リゾートトラストグループの「経営理念」は『私たちリゾートトラストグループは新天地開拓を企業精神として

「信頼と挑戦」「ハイセンス・ハイクオリティ」「エクセレントホスピタリティ」を追求し、お客様のしなやかな生

き方に貢献します』と定めております。さらに経営理念を社員一人ひとりに浸透していくために各事業で「行動規

範」と「目指す姿」が定められております。

ゴルフ事業では「私たちが第一に考えるお客様とは、ゴルフを愛する皆様です。」を行動規範とし、「唯一無二の

一流ゴルフ事業集団」を目指す姿としております。

当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標は経常利益でありますが、安定的な黒字化を達成す

ることを経営上の目標としておりますので、具体的な目標経常利益額の公表はいたしておりません。

当事業年度におけるわが国経済は、ロシアによるウクライナ侵略の長期化や米中貿易摩擦による地政学的リスクの

影響を受け、エネルギー・原材料価格が高騰しました。さらに個人の消費意欲も低下し、依然として先行きの不透明

な状況が続いております。

ゴルフ業界においても物価上昇に伴うコスト増加や、料金改定に付随した利用者の減少といった影響が見られまし

た。また、夏季の猛暑や冬季の降雪による天候不順が多く見られた１年でもありました。

日本経済は、今後デフレに後戻りしないよう継続的な賃金上昇を図っていますが、それに伴い企業の収益圧迫が予

測されます。そのため、ＤＸ・デジタル化を通じた生産性の向上や業務効率化が重要となります。

コースにおいては、グリーン状態の早期回復の他にバンカーの継続的な改修や樹木の伐採等による環境整備、クラ

ブハウスにおいては施設修繕などに計画性をもった設備投資をし、持続可能な経営を実現すべく安心・安全で快適な

プレー環境の維持・向上を図って参ります。

 
２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
(1) ガバナンス

当社のガバナンスについては、「第４ 提出会社の状況　４ コーポレート・ガバナンスの状況等　(1) コーポレー

ト・ガバナンスの概要」をご参照ください。

 
(2) 戦略

世界的な環境破壊、異常気象の多発、資源の枯渇など急速に進む中、当社では以下のとおりCO2排出量削減に取り組

み環境負荷の低減を図っております。

1.ゴルフ場内の樹木を始めとした、天然資源の維持管理

2.照明器具のＬＥＤ化、省エネ器具の導入

3.太陽光発電設備の設置

 
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

当社における、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、当社はゴ

ルフ場の運営、経理総務業務、年会費の集金及び管理業務をリゾートトラストゴルフ事業株式会社に委託してお

り、従業員が１名であることから該当事項はありません。

 
(3) リスク管理

当社のリスク管理については、「第２ 事業の状況　３ 事業等のリスク」をご参照ください。
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(4) 指標及び目標

当社の指標及び目標については、「第２ 事業の状況　１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」をご参照く

ださい。

 
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び

目標

当社は、上記「(2) 戦略」において記載したとおり、人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略を作成し

ていないため、具体的な指標や目標はありません。

 
３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
(1) 当社関係会社との取引について

当社は、リゾートトラスト株式会社の100％出資子会社であるリゾートトラストゴルフ事業株式会社との間で、セ

ントクリークゴルフクラブの運営に関し運営委託契約を締結しています。同ゴルフクラブの運営全般、施設の管理

及び会員管理の業務を委託しておりますので、将来契約の更新ができない場合において、事業の継続性に重要な影

響を及ぼす可能性があります。

 
(2) 営業保証金について

事業運営に際し、ジャパンクラシック株式会社に対し、運営受託契約に基づく営業保証金（2025年3月末日現在、

貸倒引当金控除前16,486,900千円）の差入れ及びその担保として、受託資産に対し根抵当権を設定しております。

今後の経済情勢によっては、差入れた営業保証金の一部が追加して担保できないことがあります。

 
(3) 減損会計について

当社の固定資産に対して減損処理が必要であると判断された場合、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を

及ぼす可能性があります。

 
(4) 情報漏洩について

当社は、事業活動を通じて会員情報やリゾートトラストグループの営業秘密等、多くの情報資産を保有しており

ます。それらの情報管理については、当社及び運営委託会社等の社員への情報セキュリティ教育の実施、サイバー

攻撃に対応するソフトやメール誤送信防止システムの導入等の対策を講じております。しかしながら、サイバー攻

撃、不正アクセス、コンピューターウイルスの侵入、事故等により、万一情報漏洩が発生した場合には、社会的信

用の失墜、損害賠償請求等により当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という）の状況

の概要は次のとおりであります。

 
① 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、ロシアによるウクライナ侵略の長期化や米中貿易摩擦による地政学的リスク

の影響を受け、エネルギー・原材料価格が高騰しました。さらに個人の消費意欲も低下し、依然として先行きの不

透明な状況が続いております。

ゴルフ業界においても物価上昇に伴うコスト増加や、料金改定に付随した利用者の減少といった影響が見られま

した。また、夏季の猛暑や冬季の降雪による天候不順が多く見られた１年でもありました。

当社がリゾートトラストゴルフ事業株式会社に運営委託しているセントクリークゴルフクラブの業況は、当事業

年度の来場者数59,342名（前期比4,141名減）となりました。会員来場者数は2,195名減少の32,364名（前期比6.4％

減）、ゲスト来場者数は1,946名減少の26,978名（前期比6.7％減）となりました。

当事業年度の当社の売上高は、年会費収入とリゾートトラストゴルフ事業株式会社からの運営委託手数料で構成

されており、年会費収入は149,134千円（前期比66.3％増)、運営委託手数料は189,000千円（前期比24.7％増)、売

上高は341,495千円（前期比40.3％増）となりました。
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一方で販売費及び一般管理費は341,589千円（前期比41.6％増）となり、営業損失は94千円（前期、営業利益

2,144千円)となりました。前事業年度はジャパンクラシック株式会社への営業差入保証金に対する貸倒引当金の戻

し入れが32,000千円ありましたが、当事業年度は41,500千円の戻し入れとなり経常利益は38,842千円（前期比

16.5％増)、当期純利益は34,728千円（前期比9.5％増）となりました。

前事業年度末に比べ、資産は74,456千円増加の4,877,088千円、負債は39,727千円増加の292,505千円、純資産は

34,728千円増加の4,584,582千円となりました。

今期は、夏の期間に適切な降雨量を確保できず、９月以降も高温が続くなど負の要因が重なりグリーンコンディ

ションを保てなくなり、グリーン状態におきましては皆様にご満足いただけるレベルには至りませんでした。それ

を踏まえまして、耐暑性のある新品種のインターシードを実施、さらには猛暑に耐えうる土壌作りを行い、再発防

止に向けて徹底した取り組みを進めております。

その他、練習場の打席改修及びバンカーの拡幅整備、女性浴場、脱衣室の設備改修やレストラン厨房の排水溝修

繕による衛生面の改善など施設環境の向上を図りました。

 
② キャッシュ・フローの状況

当社の資金状況は、当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度に比べ24,315千円増加し85,073千円と

なっております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動による資金の増加は50,920千円（前事業年度は31,147千円の増加）となりました。

これは、減価償却費が55,505千円であったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動による資金の減少は101,470千円（前事業年度は125,076千円の減少）となりまし

た。これは、有形固定資産の取得による支出が101,470千円であったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動による資金の増加は74,865千円（前事業年度は44,094千円の増加）となりました。

これは、長期借入れによる収入85,000千円があったことによるものです。

 
③ 生産、受注及び販売の実績

当社はゴルフ場の管理を行っている会社のため、生産実績及び受注実績については該当事項はありません。

販売実績
 

区分

前事業年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

運営委託契約等による手数料収入 151,580 △10.1 189,000 24.7

年会費収入 89,679 0.5 149,134 66.3

その他 2,140 △10.2 3,361 57.1

合計 243,399 △6.4 341,495 40.3
 

(注)　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先

前事業年度
（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

リゾートトラストゴルフ事業㈱ 151,580 62.3 189,000 55.3
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標の経常利益は38,842千円となり、経営上の目標で

ある黒字を達成しております。

資産合計は、4,877,088千円となり、前事業年度と比べて74,456千円の増加となりました。これは主に現金及び預

金が24,315千円増加したこと、貸倒引当金が41,138千円減少したこと等によるものです。

負債合計は、292,505千円となり、前事業年度と比べて39,727千円の増加となりました。これは主に長期借入金が

85,000千円増加する一方で未払金が28,019千円減少したこと等によるものです。

純資産合計は、4,584,582千円となり、前事業年度と比べて34,728千円の増加となりました。これは当期純利益を

34,728千円計上したことによるものです。

経営成績については「第２ 事業の状況　４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析　(1) 経営成績等の状況の概要　① 財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２ 事業の状況　３ 事業等のリスク」をご参照ください。

 
② キャッシュ・フローの状況の分析、検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社の資本の財源及び資金の流動性については、既存施設の維持・管理を目的とした設備投資に必要な資金及び

その他の所用資金には手元資金を充当することを基本的な方針とし、必要に応じてグループ会社からの借入等によ

る資金調達を行うこととしております。

なお、当事業年度末における有利子負債の残高は229,737千円、現金及び現金同等物の残高は85,073千円となって

おります。キャッシュ・フローについては、「第２ 事業の状況　４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析　(1) 経営成績等の状況の概要　② キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

 
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この財

務諸表の作成にあたって必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しておりますが、これらの見積り及

び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。財務諸表の作成にあたって用いた会社の見積り及び

仮定のうち、重要なものは「第５ 経理の状況　１ 財務諸表等　(1) 財務諸表　注記事項　（重要な会計上の見積

り）」に記載のとおりであります。

 
５ 【重要な契約等】

 

相手先の名称 契約内容 契約期間

ジャパンクラシック㈱ セントクリークゴルフクラブの運営受託契約
2024年４月１日より
2025年３月31日まで(注)

リゾートトラストゴルフ事業㈱

経理総務業務の委託及び経営指導の委託
2024年４月１日より
2025年３月31日まで(注)

セントクリークゴルフクラブの運営委託契約
2024年４月１日より
2025年３月31日まで(注)

年会費の集金及び管理業務の代行契約
2024年４月１日より
2025年３月31日まで(注)

 

(注)　以降１年毎に自動更新いたします。

 
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資は、91,166千円となりました。主として昇降機15,464千円等によるものであります。

 
２ 【主要な設備の状況】

2025年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の
内容

帳簿価額(千円) 従業
員数
(名)

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

工具、器具
及び備品

コース勘定 リース資産 合計

セントクリークゴルフ
クラブ
（愛知県豊田市月原町）

ゴルフ場 302,174 93,168 5,267 3,712 83,943 488,266 1

 

(注) １　現在休止中の主要な設備はありません。
２　上記の他、当社が運営を受託しているセントクリークゴルフクラブのゴルフ場施設はジャパンクラシック株

式会社が所有・管理しており、その設備内容は以下のとおりです。
2025年３月31日現在

事業所名
（所在地）

設備の
内容

帳簿価額(千円)

建物及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

工具、器具
及び備品

立木 コース勘定
土地

(面積千㎡)
合計

セントクリーク
ゴルフクラブ
（愛知県豊田市
月原町）

ゴルフ場 139,915 0 0 290,739 3,630,307
715,952
(679)

4,776,915

 

(注)　ジャパンクラシック株式会社に対し運営受託手数料として97,000千円を支払っております。

 
３ 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 75,000

優先株式 20,000

計 95,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

（2025年３月31日）

提出日現在
発行数(株)

（2025年６月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 47,800 47,800 非上場
完全議決権株式であり権利内容に
何ら限定のない当社における標準
となる株式(注)１、４

優先株式 8,064 8,064 同上
優先的配当を受ける権利を有する
株式(注)２、３、４

計 55,864 55,864 ― ―
 

(注) １　普通株式の内容
 (1) 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
 (2) 普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
２　優先株式の内容
(1) 普通株式に優先して、１株につき年50円を限度として利益配当金（以後「優先配当金」という）を受けま

す。
 (2) 優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。
(3) 優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積し

た不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
(4) 優先株式の株主は、その所有する優先株式については、株主総会における議決権を有しないものとしま

す。ただし、下記の場合を除くものとします。
ア) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なお且

つ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときはその定時総会の時か
ら、議決権を有します。

イ) 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なお且
つ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときはその定時総
会終結の時から、議決権を有します。

(5) 優先株式の株主は、当社の残余財産の分配につき、その優先株式１株につき195万円を限度として、普通株
式の株主に優先して分配を受けます。

(6) 優先株式の株主は、(5)の優先分配が行なわれた後の残余財産に対しては、分配を受ける権利を有しませ
ん。

 (7) 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
 (8) 優先的配当を受ける権利を有する株式です。
３　当社は、定款の定めにより優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種

類株主総会の決議を要しないものとします。
４　当社は、単元株制度を採用していません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2016年 6月 20日
(注)

―

55,864
（普通株式

47,800
優先株式
8,064）

― 100,000 △115,460 3,925,727

 

(注) 資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。

 
(5) 【所有者別状況】

普通株式

2025年３月31日現在

区分

株式の状況
単元未満

株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― ― ― 78 ― ― 381 459 ―

所有株式数(株) ― ― ― 18,082 ― ― 29,718 47,800 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 37.8 ― ― 62.2 100.0 ―
 

 
優先株式

2025年３月31日現在

区分

株式の状況
単元未満

株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) ― 3 3 622 ― ― 2,117 2,745 ―

所有株式数(株) ― 12 12 2,427 ― ― 5,613 8,064 ―

所有株式数
の割合(％)

― 0.1 0.1 30.1 ― ― 69.6 100.0 ―
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(6) 【大株主の状況】

2025年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の

総数に対する
所有株式数の割合(％)

岡崎クラシック㈱ 愛知県岡崎市岩中町１
6,592
(6)

11.8
(0.0)

多治見クラシック㈱ 岐阜県多治見市小名田町１
3,104
(4)

5.6
(0.0)

リゾートトラスト㈱ 名古屋市中区東桜２-18-31
2,476
(86)

4.4
(0.2)

㈲テラシマ企画 愛知県岡崎市稲熊町字赤松１-22
156
(―)

0.3
(―)

㈱永光 愛知県岡崎市大和町上河原18-１
156
(―)

0.3
(―)

㈱ワークプラス 名古屋市港区神宮寺１-104
82
(4)

0.1
(0.0)

㈱オフィス青山 愛知県尾張旭市大塚町３-６-６
82
(4)

0.1
(0.0)

㈲K'z medicine cabinet 名古屋市緑区浦里４-102-１
79
(1)

0.1
(0.0)

㈱トスコ 名古屋市中村区則武１-７-13
79
(1)

0.1
(0.0)

㈱森部重量 愛知県あま市七宝町遠島七反田524-39
79
(1)

0.1
(0.0)

計 －
12,885
(107)

23.1
(0.2)

 

(注)　(内書)は、優先株式の株式数及び割合であります。なお、優先株式は全て議決権が発生しているため、所有議
決権数別の記載は省略しております。

 
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他）

普通株式 47,800
 

47,800 ―

優先株式 8,064
 

8,064
優先株式の内容は「１ 株式等の状況　
(1) 株式の総数等　② 発行済株式」の
注記に記載しております。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 55,864 ― ―

総株主の議決権 ― 55,864 ―
 

 
② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 
２ 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】　　　　　　該当事項はありません。
 

 
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 
３ 【配当政策】

当社の配当政策における基本的な考え方は、株主の皆様により良いゴルフ場及びその附帯施設での快適なプレー環

境を提供することで、利益の還元を図っていくこととさせていただいております。

今後、現業の基盤を固めると共に、利益構造の強化を図るため、当期は配当を実施しないこととなりました。

内部留保資金につきましては、ゴルフ場保全資金に充当いたします。

なお、当社の剰余金の配当は、期末配当のみの年１回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は株主

総会であります。

 
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

当社では、会員をはじめとするステークホルダーに対してより高い価値を提供することを使命と考えており、

コーポレート・ガバナンスは新しい価値を創造し企業価値を増大させていくためのシステムであると位置付け、そ

の充実・強化に努めております。

 
① 会社の機関の内容

当社は、毎月開催する取締役会において、取締役の合議により、経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定

を行っており、決定された経営方針に基づく計画その他の業務執行については、迅速かつ円滑に実行できる体制づ

くりを行っています。また、監査役は、会計に関するものに限り、監査方針に基づき監査業務を遂行しておりま

す。

 
② 内部統制システムの整備の状況

当社では、役職員一人一人が高い倫理観を持つことでコンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。

また、内部統制の有効性についてその他の関係会社であるリゾートトラスト株式会社の内部監査部門である監査部

により検証が行われ、監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。

 
③ リスク管理体制の整備の状況

当社は、業務に関わる全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認

識を図るため全取締役が中心となり、リスクの現状分析をし、課題を明確にし、今後の対応策について検討を行っ

ております。

 
④ 役員報酬の内容

取締役に支払われた報酬の総額は、600千円であります。

監査役に支払われた報酬はありません。

 
⑤ 取締役の員数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

 
⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 
⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の決議の方法について、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議

は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う旨を定款で定めております。
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⑧ 種類株式の状況

当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能

とするため、会社法第108条第１項第３号に定める内容（いわゆる議決権制限）について普通株式と異なる定めをし

た優先株式を発行しております。

 
⑨ 役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社

の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険

者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担し

ております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすること

により、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

 
⑩ 取締役会の活動状況

イ．取締役会の開催状況等

当事業年度において当社は、取締役会を年間13回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであ

ります。

役職名 氏名
取締役会

開催回数 出席回数

代表取締役 是枝　昌和 13回 13回

取締役 伏見　有貴 13回 13回

取締役 夏目　　稔 13回 1回

取締役 宮本　眞剛 13回 13回
 

 
ロ．具体的な検討内容

主に株式譲渡の承認や決算に関する承認等重要な業務執行の決定を行っております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性６名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役
社長

是　枝　昌　和 1962年７月８日生

2005年８月 リゾートトラスト㈱入社
2020年４月 同社ホテル＆リゾート本部東日本事業部長

2022年４月 同社ホテル＆ゴルフ本部ゴルフ事業部長（現
任）

2022年６月 当社代表取締役就任（現任）

(注)２
―

〔―〕

取締役 伏　見　有　貴 1965年８月19日生

2009年６月 ㈱ＣＩＣＳ代表取締役就任（現任）

2014年６月 ㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締役就任
（現任）

 トラストガーデン㈱代表取締役就任
2015年６月 ㈱ハイメディック代表取締役就任（現任）

2018年４月 リゾートトラスト㈱代表取締役社長兼ＣＯＯ
（最高執行責任者）就任（現任）

2019年９月 ㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任（現
任）

2021年６月 当社取締役就任（現任）

(注)２
―

〔―〕

取締役 夏　目　　　稔 1940年９月10日生
1978年12月 ㈱レッツ設立同社代表取締役就任（現任）
2001年７月 当社取締役就任（現任）

(注)２
4

〔4〕

取締役 宮　本　眞　剛 1966年９月29日生

1990年２月 ジャパンクラシック㈱入社
2002年５月 当社入社
2020年４月 リゾートトラストゴルフ事業㈱入社

2021年10月 同社セントクリークゴルフクラブ支配人（現
任）

2022年６月 当社取締役就任（現任）

(注)２
―

〔―〕

監査役 平　野　幹　晴 1970年３月23日生

1993年４月 リゾートトラスト㈱入社

2019年７月 同社経理部長（現任）

2023年６月 当社監査役就任（現任）

(注)３
―

〔―〕

監査役 滝　　　典　將 1967年10月20日生

1995年10月 リゾートトラスト㈱入社

2020年４月 同社経理部グループ会社管理課長（現任）

2023年６月 当社監査役就任（現任）

(注)３
―

〔―〕

計
4

〔4〕
 

(注) １　所有株式数欄の〔内書〕は、議決権を有している優先株式の数であります。
２　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。
３　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

 
② 社外役員の状況

当社は社外役員はおりません。

 
(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社は監査役制度を採用しておりますが、会社法上の「大会社である公開会社」には該当しないため、監査役会

を設置しておらず、また、常勤の監査役はおりません。

当社の監査役は２名であり、監査役監査は定款第28条に定めるところにより監査の範囲を会計に関するものに限

定しております。

各監査役は、取締役等から当事業年度の会計に関する職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて取締役

会に出席し、会計に関する重要な決裁書類や会計帳簿及びこれに関する資料を閲覧すること等により監査しており

ます。また、会計監査業務を執行した公認会計士より監査計画の説明及び監査結果の報告を受けております。

 
② 内部監査の状況

当社は特に内部監査組織は設けておりませんが、取締役支配人が業務全般に亘って管理監督を行っております。

なお、その他の関係会社であるリゾートトラスト株式会社の内部監査部門である監査部により業務監査が行われ、

その結果を当社の代表取締役に報告する仕組みであり、また、監査役及び監査人とも連携することで監査の実効性

を確保しております。
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③ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、篠藤敦子であります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認

会計士６名、その他１名であります。なお、継続監査期間は９年間であります。また、監査証明に対する審査体制

として他の公認会計士による審査を受けております。当社は監査公認会計士を監査公認会計士として独立性及び専

門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して選定しており、検討した結果、適任と判断しております。

 
④ 監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬
 

区分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 2,000 ― 2,000 ―
 

 
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

 
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
d. 監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

 
(4) 【役員の報酬等】

当社は非上場でありますので、記載すべき事項はありません。

 
(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 
１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号)に基づい

て作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2024年４月１日から2025年３月31日まで)

の財務諸表について、篠藤公認会計士事務所　公認会計士　篠藤敦子により監査を受けております。

 
３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

（2024年３月31日）
当事業年度

（2025年３月31日）

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 60,758 85,073

  売掛金 12,044 8,052

  その他 12,123 2,869

  貸倒引当金 △6,051 △6,413

  流動資産合計 78,875 89,582

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 247,187 275,272

    減価償却累計額 △32,630 △45,902

    建物（純額） 214,557 229,370

   構築物 193,333 208,593

    減価償却累計額 △130,770 △135,789

    構築物（純額） 62,563 72,804

   機械及び装置 92,121 113,084

    減価償却累計額 △33,128 △44,506

    機械及び装置（純額） 58,992 68,577

   車両運搬具 48,199 63,569

    減価償却累計額 △28,759 △38,979

    車両運搬具（純額） 19,440 24,590

   工具、器具及び備品 24,837 25,010

    減価償却累計額 △18,112 △19,743

    工具、器具及び備品（純額） 6,724 5,267

   コース勘定 3,712 3,712

   リース資産 95,550 101,998

    減価償却累計額 △8,235 △18,054

    リース資産（純額） 87,314 83,943

   有形固定資産合計 453,304 488,266

  投資その他の資産   

   投資有価証券 72,696 63,411

   関係会社株式 0 0

   差入保証金 16,497,400 16,486,900

   繰延税金資産 3,153 10,274

   その他 100 53

   貸倒引当金 △12,302,900 △12,261,400

   投資その他の資産合計 4,270,451 4,299,239

  固定資産合計 4,723,755 4,787,506

 資産合計 4,802,631 4,877,088
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           (単位：千円)

          
前事業年度

（2024年３月31日）
当事業年度

（2025年３月31日）

負債の部   

 流動負債   

  リース債務 9,234 10,743

  未払金 46,340 18,320

  未払法人税等 1,250 1,250

  その他 293 18

  流動負債合計 57,118 30,332

 固定負債   

  長期借入金 50,000 135,000

  リース債務 88,496 83,994

  退職給付引当金 47,209 43,179

  長期未払金 9,954 ―

  固定負債合計 195,659 262,173

 負債合計 252,777 292,505

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金   

   資本準備金 3,925,727 3,925,727

   資本剰余金合計 3,925,727 3,925,727

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 524,126 558,855

   利益剰余金合計 524,126 558,855

  株主資本合計 4,549,853 4,584,582

 純資産合計 4,549,853 4,584,582

負債純資産合計 4,802,631 4,877,088
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年４月１日
　至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

売上高 ※１  243,399 ※１  341,495

売上総利益 243,399 341,495

販売費及び一般管理費 ※２  241,255 ※２  341,589

営業利益又は営業損失(△) 2,144 △94

営業外収益   

 受取利息 41 16

 貸倒引当金戻入額 31,385 41,138

 その他 103 51

 営業外収益合計 31,530 41,205

営業外費用   

 支払利息 ※３  347 ※３  2,269

 営業外費用合計 347 2,269

経常利益 33,327 38,842

特別損失   

 投資有価証券評価損 ― 9,285

 固定資産除却損 ※４  0 ※４  698

 特別損失合計 0 9,983

税引前当期純利益 33,327 28,858

法人税、住民税及び事業税 1,250 1,250

法人税等調整額 358 △7,120

法人税等合計 1,608 △5,870

当期純利益 31,719 34,728
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金 資本剰余金合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 3,925,727 3,925,727 492,407 492,407 4,518,134 4,518,134

当期変動額        

当期純利益    31,719 31,719 31,719 31,719

当期変動額合計 ― ― ― 31,719 31,719 31,719 31,719

当期末残高 100,000 3,925,727 3,925,727 524,126 524,126 4,549,853 4,549,853
 

 
当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

 (単位：千円)

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金 資本剰余金合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 3,925,727 3,925,727 524,126 524,126 4,549,853 4,549,853

当期変動額        

当期純利益    34,728 34,728 34,728 34,728

当期変動額合計 ― ― ― 34,728 34,728 34,728 34,728

当期末残高 100,000 3,925,727 3,925,727 558,855 558,855 4,584,582 4,584,582
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④【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年４月１日
　至 2024年３月31日)

当事業年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 33,327 28,858

 減価償却費 42,969 55,505

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,739 △4,029

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △31,385 △41,138

 受取利息 △41 △16

 支払利息 347 2,269

 投資有価証券評価損益（△は益） ― 9,285

 固定資産除却損 0 698

 売上債権の増減額（△は増加） 542 3,992

 差入保証金の増減額（△は増加） ― 10,500

 その他 △11,316 △11,502

 小計 32,703 54,423

 利息の受取額 41 16

 利息の支払額 △347 △2,269

 法人税等の支払額 △1,250 △1,250

 営業活動によるキャッシュ・フロー 31,147 50,920

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △125,067 △101,470

 その他 △8 ―

 投資活動によるキャッシュ・フロー △125,076 △101,470

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 50,000 85,000

 リース債務の返済による支出 △5,905 △10,134

 財務活動によるキャッシュ・フロー 44,094 74,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,834 24,315

現金及び現金同等物の期首残高 110,593 60,758

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  60,758 ※１  85,073
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 関連会社株式

移動平均法による原価法

 
(2) その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 
２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８～50年
 

 
(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 
３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。

 
４　収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 年会費収入

会員から年会費を受け取っております。年会費の受け取りに対するサービスの提供については、契約期間にわた

り均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提

供する期間にわたり収益を認識しております。

 
(2) 運営委託契約等による手数料収入

リゾートトラストゴルフ事業株式会社にゴルフ場の運営を委託しており、当社ゴルフ場に関する営業上の売上及

び営業費用は、リゾートトラストゴルフ事業株式会社に帰属するものとし、当社はリゾートトラストゴルフ事業株

式会社からの運営委託による手数料を受け取っています。手数料の受け取りに対するサービスの提供については、

契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断して

おり、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

 
５　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資としております。
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（重要な会計上の見積り）

当事業年度の財務諸表を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌

事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクが生じる可能性があるものは以下のとおりであります。

 
１　繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項　（税効果会計関係）」の１に記載の金額と同一であります。

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は回収可能性があると判断した将来減算一時差異について計上しております。繰延税金資産の回収

可能性の見積りにあたっては、直近の取締役会等で承認された予算及び中長期計画のほか、将来減算一時差異のス

ケジューリングを考慮しております。

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りや将来減算一時差異のスケジューリングに依存するため、

その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度以降の財務諸表において法人税等調整額を収

益又は費用として計上する可能性があります。

 
２　固定資産の減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

当事業年度において減損損失は発生しておりません。

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額が減損損失判定時点の帳簿価額の合計を下回る場合、減損損失判定時点の帳簿価額の合計と回

収可能価額との差額を減損損失として計上しております。減損損失の認識及び測定にあたっては、直近の取締役会

等で承認された予算及び中長期計画に基づいて将来キャッシュ・フローを算定しております。

これらの見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌事業年度以降の財務諸表において減損損失の計

上が必要となる可能性があります。

 
３　貸倒引当金

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

  (千円)

 前事業年度 当事業年度

貸倒引当金（流動） 6,051 6,413

貸倒引当金（固定） 12,302,900 12,261,400
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

売上債権、差入保証金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。貸倒懸念債

権等特定の債権の回収可能性の見積りにあたっては、直近の回収状況や取引先の財務内容等を総合的に勘案し、当

事業年度末現在における回収可能見込額を算定しております。

これらの見積りの前提とした条件や仮定に変動が生じた場合に、翌事業年度以降の財務諸表において引当金の追

加計上又は取崩しが必要となる可能性があります。

 
（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 
(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 
(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。
 

EDINET提出書類

株式会社セントクリークゴルフクラブ(E04723)

有価証券報告書

24/45



 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 
（貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 
（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契

約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項　（収益認識関係）　１　顧客との契約から生じる収益を分解した

情報」に記載しております。

 
※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
 

 
前事業年度

（自　2023年４月１日
　　至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

　退職給付費用 491 千円 1,614 千円

　減価償却費 42,969 千円 55,505 千円

　業務委託費 82,126 千円 139,126 千円

　支払手数料 97,020 千円 97,233 千円

営繕費 8,439 千円 35,827 千円

おおよその割合     

　販売費 ― 　％ ― 　％

　一般管理費 100.0 　％ 100.0 　％
 

 
※３　各科目に含まれている関係会社に対する営業外費用は、次のとおりであります。
 

 
前事業年度

（自　2023年４月１日
　　至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

　支払利息 132 千円 1,552 千円
 

 
※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
 

 
前事業年度

（自　2023年４月１日
　　至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

　構築物 ― 千円 509 千円

　機械及び装置 ― 千円 188 千円

　工具、器具及び備品 0 千円 0 千円

計 0 千円 698 千円
 

 
（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１　発行済株式に関する事項
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 47,800 ― ― 47,800

優先株式(株) 8,064 ― ― 8,064

合計(株) 55,864 ― ― 55,864
 

 
２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。
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３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４　配当に関する事項

該当事項はありません。

 
当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　発行済株式に関する事項
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 47,800 ― ― 47,800

優先株式(株) 8,064 ― ― 8,064

合計(株) 55,864 ― ― 55,864
 

 
２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 
４　配当に関する事項

該当事項はありません。

 
（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
 

 
前事業年度

（自 2023年４月１日
　至 2024年３月31日）

当事業年度
（自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日）

現金及び預金 60,758 千円 85,073 千円

現金及び現金同等物 60,758 千円 85,073 千円
 

 
　２　重要な非資金取引の内容

　 ファイナンス・リース取引に係る資産及び負債

　前事業年度（自　2023年４月１日日　至　2024年３月31日）

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産は71,900千円、負債は80,536千円でありま

す。

 
当事業年度（自　2024年４月１日日　至　2025年３月31日）

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産は6,448千円、負債は7,141千円であります。

 
（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

・有形固定資産

主として太陽光発電設備（機械及び装置）及び乗車カート（車両運搬具）であります。

 
② リース資産の減価償却の方法

財務諸表「注記事項　（重要な会計方針）　２　固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、主にゴルフ場の管理を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主にグループ会社からの借入

金）を調達しております。

一時的な余剰資金についてはグループ会社へ預け入れ等を行っております。デリバティブ取引は行わない方針で

あります。

 
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、そのほとんどがゴルフ会員権であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

借入金は設備投資に係る資金の調達を目的としたものであり、返済期日は決算日後、最長で44年後であります。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償

還日は決算日後、最長で16年後であります。

 
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当社は、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等を把握し、財務状況等の悪化等によ

る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

 
② 市場リスクの管理

当社は、投資有価証券について、定期的に市場価格や発行体の財務状況を把握し、保有状況を適時に見直してお

ります。

 
③ 流動性リスクの管理

当社は、適時に資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。

 
２　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2024年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

(1) 投資有価証券    

　　　その他有価証券 72,695 254,354 181,658

(2) 差入保証金 16,497,400   

　　　貸倒引当金　(※２) △12,302,900   

 4,194,500 4,194,500 ―

資産計 4,267,195 4,448,854 181,658

(1)長期借入金 50,000 50,000 ―

(2) リース債務　(※３) 97,730 95,526 △2,204

負債計 147,730 145,526 △2,204
 

(※１)　「現金及び預金」「売掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似するものであることから、記載を省略しております。

(※２)　差入保証金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
(※３)　１年内返済予定のリース債務については、リース債務に含めて表示しております。
(※４)　市場価格のない株式等は、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のと

おりであります。

区分 前事業年度(千円)

投資有価証券（非上場株式） 1

関係会社株式（非上場株式） 0
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当事業年度（2025年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価

（千円）
差額

（千円）

(1) 投資有価証券    

　　　その他有価証券 63,410 246,257 182,847

(2) 差入保証金 16,486,900   

　　　貸倒引当金　(※２) △12,261,400   

 4,225,500 4,225,500 ―

資産計 4,288,910 4,471,757 182,847

(1)長期借入金 135,000 135,000 ―

(2) リース債務　(※３) 94,737 90,088 △4,648

負債計 229,737 225,088 △4,648
 

(※１)　「現金及び預金」「売掛金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に
近似するものであることから、記載を省略しております。

(※２)　差入保証金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
(※３)　１年内返済予定のリース債務については、リース債務に含めて表示しております。
(※４)　市場価格のない株式等は、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のと

おりであります。

区分 当事業年度(千円)

投資有価証券（非上場株式） 1

関係会社株式（非上場株式） 0
 

 
(注１)　金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年３月31日）

(単位：千円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 60,758 ― ― ―

売掛金 12,044 ― ― ―

合計 72,803 ― ― ―
 

 
当事業年度（2025年３月31日）

(単位：千円)

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 85,073 ― ― ―

売掛金 8,052 ― ― ―

合計 93,126 ― ― ―
 

 
(注２)　長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度（2024年３月31日）

(単位：千円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 ― ― ― ― ― 50,000

リース債務 9,234 9,364 9,496 6,057 4,363 59,214

合計 9,234 9,364 9,496 6,057 4,363 109,214
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当事業年度（2025年３月31日）

(単位：千円)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 ― ― ― ― 3,375 131,625

リース債務 10,743 10,911 7,509 5,853 4,954 54,765

合計 10,743 10,911 7,509 5,853 8,329 186,390
 

 
３　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年３月31日）

該当事項はありません。

 
当事業年度（2025年３月31日）

該当事項はありません。

 
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年３月31日）

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券 ― 254,354 ― 254,354

差入保証金 ― 4,194,500 ― 4,194,500

資産計 ― 4,448,854 ― 4,448,854

長期借入金 ― 50,000 ― 50,000

リース債務 ― 95,526 ― 95,526

負債計 ― 145,526 ― 145,526
 

 
当事業年度（2025年３月31日）

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券 ― 246,257 ― 246,257

差入保証金 ― 4,225,500 ― 4,225,500

資産計 ― 4,471,757 ― 4,471,757

長期借入金 ― 135,000 ― 135,000

リース債務 ― 90,088 ― 90,088

負債計 ― 225,088 ― 225,088
 

 

EDINET提出書類

株式会社セントクリークゴルフクラブ(E04723)

有価証券報告書

29/45



 

(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

投資有価証券は、会員権流通市場における相場価格から算出した価格をもって時価としており、市場での取引頻度

が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

 
差入保証金

差入保証金は、貸倒懸念債権であり、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は貸借対照表

価額から当該貸倒引当金を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としており、レベル2に分類

しております。

 
長期借入金、リース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利

を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を時価としております。

 
（有価証券関係）

１　その他有価証券

前事業年度（2024年３月31日）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
当事業年度（2025年３月31日）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
２　減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について9,285千円（ゴルフ会員権9,285千円）減損処理を行っております。

 
（退職給付関係）

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

 
２　簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 48,948千円

　退職給付費用 491千円

　退職給付の支払額 △2,230千円

退職給付引当金の期末残高 47,209千円
 

 
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務 47,209千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 47,209千円

   

退職給付引当金 47,209千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 47,209千円
 

 
(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 491千円
 

 
当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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２　簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 47,209千円

　退職給付費用 1,614千円

　退職給付の支払額 △5,644千円

退職給付引当金の期末残高 43,179千円
 

 
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務 43,179千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 43,179千円

   

退職給付引当金 43,179千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 43,179千円
 

 
(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 1,614千円
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（税効果会計関係）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 

 
前事業年度

（2024年３月31日）
当事業年度

（2025年３月31日）

（繰延税金資産）     

　退職給付引当金 15,852 千円 14,866 千円

　貸倒引当金（固定） 4,131,313 千円 4,221,600 千円

　投資有価証券評価損 68,658 千円 73,593 千円

　関係会社株式評価損 5,590 千円 5,732 千円

　長期未払金 3,342 千円 ― 千円

　貸倒引当金（流動） 2,017 千円 2,191 千円

　税務上の繰越欠損金(注)２ 3,950 千円 10,645 千円

　減損損失 7,320 千円 6,499 千円

　繰延税金資産小計 4,238,047 千円 4,335,128 千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
(注)２ △1,761 千円 △1,060 千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額

△4,233,132 千円 △4,323,793 千円

　評価性引当額小計(注)１ △4,234,894 千円 △4,324,853 千円

　繰延税金資産合計 3,153 千円 10,274 千円
 

(注) １　評価性引当額が89,959千円増加しております。この増加の内容は、法定実効税率が増加したこと等に伴うも
のであります。

２　税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2024年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― ― ― ― ― 3,950 3,950千円

評価性引当額 ― ― ― ― ― △1,761 △1,761千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 2,188 (b)2,188千円
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金3,950千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について繰延税金資産2,188千円を計上

しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2021年3月期及び2022年3月期に貸倒
引当金繰入超過額認容が生じたこと等によるものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判
断し評価性引当額を認識しておりません。

 
当事業年度（2025年３月31日）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(c) ― ― ― ― ― 10,645 10,645千円

評価性引当額 ― ― ― ― ― △1,060 △1,060千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 9,584 (d)9,584千円
 

(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(d) 税務上の繰越欠損金10,645千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について繰延税金資産9,584千円を計

上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、貸倒引当金繰入超過額認容が生じ
たこと等によるものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識して
おりません。
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳
 

 
前事業年度

（2024年３月31日）
当事業年度

（2025年３月31日）

法定実効税率 33.6 ％ 33.6 ％

（調整）     

住民税均等割 3.8 ％ 4.3 ％

評価性引当額の増減 △32.5 ％ △58.3 ％

その他 △0.0 ％ 0.1 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.8 ％ △20.3 ％
 

 
３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日以

後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延

税金負債については、法定実効税率を33.6％から34.4％に変更し計算しております。

この変更による財務諸表への影響はありません。

 
（持分法損益等）

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 0千円

持分法を適用した場合の投資の金額 0千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ―千円
 

 
当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 0千円

持分法を適用した場合の投資の金額 0千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ―千円
 

 
（収益認識関係）

１　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

 金額（千円）

年会費収入 89,679

運営委託契約等による手数料収入 151,580

その他 2,140

顧客との契約から生じる収益 243,399

外部顧客への売上高 243,399
 

 
当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

 金額（千円）

年会費収入 149,134

運営委託契約等による手数料収入 189,000

その他 3,361

顧客との契約から生じる収益 341,495

外部顧客への売上高 341,495
 

 
２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

財務諸表「注記事項　（重要な会計方針）　４　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお

いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

 
前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

(1) 顧客との契約から生じた債権等

 (単位：千円)

 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 12,587

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 12,044
 

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社においては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行

義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれてい

ない重要な金額はありません。

 
当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

(1) 顧客との契約から生じた債権等

 (単位：千円)

 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 12,044

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 8,052
 

 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社においては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行

義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれてい

ない重要な金額はありません。

 
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ場事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略して

います。

 
【関連情報】

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１ サービスごとの情報

　当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 
２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため該当事項はありません。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

リゾートトラストゴルフ事業㈱ 151,580 ゴルフ場事業
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当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１ サービスごとの情報

　当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 
２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため該当事項はありません。

 
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 
３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

リゾートトラストゴルフ事業㈱ 189,000 ゴルフ場事業
 

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 
【関連当事者情報】

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
 

種類
会社等の
名称

又は氏名
所在地

資本金
又は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

リゾートト
ラスト㈱

名古屋市
中区

19,590,346

会員制リ
ゾートホテ
ル会員権の
販売、ホテ
ルの運営

(被所有)
直接 4.4
間接 0.0

リゾートト
ラストグ
ループ会社
間取引の資
金決済

資金決済
※１

96,956
未払金
※１

8,764

リース資産
の取得
※２

71,900

リース債
務※2

4,036

長期リース
債務※2

76,167

リース債務
の返済
※２

290 ― ―

利息の支払
※２

132 ― ―
 

※１　グループ会社間取引を精算したものであります。
※２　市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

 
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。
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(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
 

種類
会社等の
名称

又は氏名
所在地

資本金
又は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社の
子会社

リゾートト
ラストゴル
フ事業㈱
※１

名古屋市
中区

100,000
ゴルフ場
の経営

―

経理、総務
業務の委託
及び経営指
導の委託、
資金の預
入、ゴルフ
場の運営委
託及びゴル
フ会員権販
売委託、役
員の兼任

資金の借入
※２

50,000
長期借入金

※２
50,000

利息の支払
※２

16 ― ―

管理委託手
数料の受
取※３

151,580
売掛金
※３

5,038

年会費管理
業務代行手
数料の支
払※４

79,000 ― ―

 

※１　当社のその他の関係会社であるリゾートトラスト株式会社が議決権の100％を直接所有しております。
※２　資金の借入利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
※３　ゴルフ場の所有・管理に係る公租公課、地代家賃等を勘案して合理的に決定しております。
※４　年会費収入を勘案し合理的に決定しております。

 
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

 
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

 
(2) 重要な関連会社の要約財務情報

 (単位：千円)

 ㈱メイプルポイントゴルフクラブ

流動資産合計 138,775

固定資産合計 4,322,025

  

流動負債合計 208,125

固定負債合計 765,556

  

純資産合計 3,487,118

  

売上高 866,590

税引前当期純利益 15,985

当期純利益 1,225
 

 
当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
 

種類
会社等の
名称

又は氏名
所在地

資本金
又は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

リゾートト
ラスト㈱

名古屋市
中区

19,590,346

会員制リ
ゾートホテ
ル会員権の
販売、ホテ
ルの運営

(被所有)
直接 4.4
間接 0.0

リゾートト
ラストグ
ループ会社
間取引の資
金決済、
リース取引

資金決済
※１

101,630
未払金
※１

2,380

リース債務
の返済
※２

4,036
リース債
務※2

4,115

利息の支払

※２
1,552

長期リース
債務※2

72,052
 

※１　グループ会社間取引を精算したものであります。
※２　市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

 
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
 

種類
会社等の
名称

又は氏名
所在地

資本金
又は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社の
子会社

リゾートト
ラストゴル
フ事業㈱
※１

名古屋市
中区

100,000
ゴルフ場
の経営

―

経理、総務
業務の委託
及び経営指
導の委託、
資金の預
入、ゴルフ
場の運営委
託及びゴル
フ会員権販
売委託、役
員の兼任

資金の借入
※２

85,000
長期借入金

※２
135,000

利息の支払
※２

453 ― ―

管理委託手
数料の受
取※３

189,000 ― ―

年会費管理
業務代行手
数料の支
払※４

136,000 ― ―

 

※１　当社のその他の関係会社であるリゾートトラスト株式会社が議決権の100％を直接所有しております。
※２　資金の借入利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
※３　ゴルフ場の所有・管理に係る公租公課、地代家賃等を勘案して合理的に決定しております。
※４　年会費収入を勘案し合理的に決定しております。

 
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

 
２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

 
(2) 重要な関連会社の要約財務情報

 (単位：千円)

 ㈱メイプルポイントゴルフクラブ

流動資産合計 119,264

固定資産合計 4,383,717

  

流動負債合計 218,253

固定負債合計 732,121

  

純資産合計 3,552,606

  

売上高 906,227

税引前当期純利益 72,521

当期純利益 65,488
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（１株当たり情報）
 

 
前事業年度

（2024年３月31日）
当事業年度

（2025年３月31日）

(1) １株当たり純資産額 △233,945円74銭 △233,227円63銭
 

 

 
前事業年度

（自　2023年４月１日
　　至　2024年３月31日）

当事業年度
（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

(2) １株当たり当期純利益金額 655円14銭 718円11銭

（算定上の基礎）   

当期純利益(千円) 31,719 34,728

普通株主に帰属しない金額(千円) 403 403

（うち優先配当額(千円)） (403) (403)

普通株式に係る当期純利益(千円) 31,315 34,325

普通株式の期中平均株式数(株) 47,800 47,800
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】
 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

投資有価

証券

その他

有価証券

㈱グレイスヒルズカントリー倶楽部 3,998 26,616

多治見クラシック㈱ 2,500 18,162

岡崎クラシック㈱ 887 12,622

㈱オークモントゴルフクラブ 7,210 6,008

ジャパンクラシック㈱ 1,200 1

計 15,795 63,411
 

 
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

建物 247,187 30,964 2,879 275,272 45,902 16,150 229,370

構築物 193,333 16,040 780 208,593 135,789 5,289 72,804

機械及び装置 92,121 21,442 480 113,084 44,506 11,668 68,577

車両運搬具 48,199 15,370 ― 63,569 38,979 10,219 24,590

工具、器具及び備品 24,837 900 727 25,010 19,743 2,357 5,267

コース勘定 3,712 ― ― 3,712 ― ― 3,712

リース資産 95,550 6,448 ― 101,998 18,054 9,819 83,943

有形固定資産計 704,942 91,166 4,866 791,242 302,975 55,505 488,266
 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

     

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限
 

１年以内に返済予定のリース債務 9,234 10,743 1.73 ―

長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く）

50,000 135,000 1.05
2029年４月30日～
2069年３月31日

リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く）

88,496 83,994 2.16
2026年４月30日～
2041年３月30日

合計 147,730 229,737 ― ―
 

(注) １　「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内の返済予定額は以

下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 ― ― ― 3,375

リース債務 10,911 7,509 5,853 4,954
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【引当金明細表】
 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
（目的使用）

(千円)

当期減少額
（その他）
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 12,308,951 460 ― 41,598 12,267,813
 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、貸倒懸念債権について回収可能性を検討した結果に基づ
く戻入額及び債権回収による戻入額であります。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 
(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金
 

区分 金額(千円)

預金  

　普通預金 85,073

合計 85,073
 

 
② 売掛金

(イ) 相手先別内訳
 

相手先 金額(千円)

会員 8,052

合計 8,052
 

 
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
 

当期首残高
(千円)

 
(Ａ)

当期発生高
(千円)

 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)

 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)

 
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

 

12,044 164,047 168,040 8,052 95.4 22.4
 

 
③ 差入保証金

 

相手先 金額(千円)

ジャパンクラシック㈱ 16,486,900

合計 16,486,900
 

 
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎決算期の翌日から３ヶ月以内

基準日 ３月31日

株券の種類
１株券　２株券　４株券　10株券　50株券　78株券　100株券　156株券　312株券
1,000株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え  

　　取扱場所 愛知県豊田市月原町黒木１番地１　　㈱セントクリークゴルフクラブ

　　株主名簿管理人 ―

　　取次所 ―

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 当社所定の金額

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所 ―

　　株主名簿管理人 ―

　　取次所 ―

　　買取手数料 ―

公告掲載方法 官報

株主に対する特典
当社の優先株式１株以上、又は普通株式78株以上を所有する株主は、クラブ規約に基づく
当社の運営するゴルフ場の会員となる資格を有しております。

 

(注)　当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は上場会社ではないため、金融商品取引法第24条の７第１項の適用がありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第23期（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）2024年６月27日東海財務局長に提出。

 
(2) 半期報告書

第24期中（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）2024年12月24日東海財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2025年６月25日

株式会社セントクリークゴルフクラブ

取締役会　御中

 
篠藤公認会計士事務所

 

大阪府大阪市
 

公認会計士 篠　藤　　敦　子  
 

 
監査意見

私は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

セントクリークゴルフクラブの2024年４月１日から2025年３月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セントク

リークゴルフクラブの2025年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任

は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及び監査報告書以外の情報である。経営者の責

任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及

び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

私の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見

を表明するものではない。

財務諸表監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又

は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他

の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求

められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある

場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響

を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠

を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表

明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や

状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 
利害関係

会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

 
※１　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
　２　ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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